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衆
議
院
議
員
中
根
康
浩
君
提
出
市
町
村
の
国
民
年
金
に
係
る
法
定
受
託
事
務
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
照
会
用
パ
ソ
コ
ン
」
は
、
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
第
一
号
に

規
定
す
る
第
一
号
被
保
険
者
（
以
下
「
第
一
号
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
及
び
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
第
二
号
被
保
険
者

の
資
格
に
関
す
る
情
報
等
市
町
村
が
第
一
号
被
保
険
者
の
種
別
の
変
更
の
届
出
の
受
理
等
国
民
年
金
に
係
る
法
定
受
託
事
務

（
以
下
「
年
金
受
託
事
務
」
と
い
う
。
）
を
処
理
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
情
報
を
提
供
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
少
な
く

と
も
各
市
町
村
に
一
台
の
「
照
会
用
パ
ソ
コ
ン
」
を
設
置
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
各
市
町
村
に

お
け
る
設
置
台
数
に
つ
い
て
は
、
設
置
台
数
等
に
係
る
市
町
村
の
要
望
や
業
務
量
等
を
勘
案
し
て
決
定
し
て
お
り
、
「
照
会

用
パ
ソ
コ
ン
」
は
各
市
町
村
に
お
い
て
適
切
に
活
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

年
金
受
託
事
務
を
市
町
村
に
お
い
て
処
理
す
る
際
に
必
要
と
な
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
国
民
年
金
の
被
保
険
者
に
係
る
情

報
の
適
切
な
管
理
の
観
点
か
ら
、
「
照
会
用
パ
ソ
コ
ン
」
以
外
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
用
い
た
照
会
は
で
き
な
い
よ
う
な
仕
組

み
と
な
っ
て
い
る
。

一



一
の
（
�
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
照
会
用
パ
ソ
コ
ン
」
の
設
置
及
び
維
持
に
要
し
た
費
用
（
以
下
「
本
件
設
置
等
費
用
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

て
は
、
年
金
受
託
事
務
の
処
理
に
必
要
な
費
用
と
し
て
一
般
財
源
及
び
保
険
料
財
源
か
ら
市
町
村
に
対
し
て
交
付
す
る
国
民

年
金
事
務
取
扱
交
付
金
に
よ
り
賄
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
「
市
町
村
国
民
年
金
事
務
費
決
算
審
査
要
綱
」
（
昭
和

五
十
四
年
六
月
一
日
付
け
庁
保
発
第
二
十
号
社
会
保
険
庁
年
金
保
険
部
長
通
知
）
に
基
づ
き
市
町
村
か
ら
提
出
さ
れ
る
年
金

受
託
事
務
に
要
し
た
費
用
の
決
算
に
関
す
る
報
告
書
に
お
い
て
は
、
本
件
設
置
等
費
用
を
区
分
し
て
経
理
し
て
お
ら
ず
、
市

町
村
が
本
件
設
置
等
費
用
と
し
て
実
際
に
支
出
し
た
金
額
を
お
示
し
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

な
お
、
「
照
会
用
パ
ソ
コ
ン
」
の
設
置
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
設
置
し
た
平
成
十
三
年
度
及
び
平
成
十
四

年
度
の
同
交
付
金
の
交
付
申
請
書
に
お
い
て
「
照
会
用
パ
ソ
コ
ン
」
の
設
置
に
要
す
る
費
用
の
額
を
特
に
記
載
さ
せ
た
と
こ

ろ
で
あ
り
、
そ
の
総
額
は
十
四
億
五
千
九
百
十
七
万
円
で
あ
っ
た
。

二


